
6（28.6.1）市民活動団体支援金交付制度
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　見本１では、「市民税」欄を見ます。緑色の四角内の所得割額と均等割 
額を合計した額6,400円が28年度の個人市民税額で、１％相当額は64円
になります。
　見本２では、「税額」の「市民税」欄を見ます。緑色の四角内の所得割
額と均等割額を合計した額17万2,700円が28年度の個人市民税額で、
１％相当額は1,727円になります。

あなたの市民税、１％はいくらでしょう

見本２ 勤務先から渡される
特別徴収税額の決定通知書

見本１
①の番号を届出書に記入

自宅に郵送される
納税通知書

①

個人市民税の１％相当額の算出は
（所得割額+均等割額）×１％

　届け出に必要な「納税通知書の通知書番号」と「特別徴収税額の決定通
知書の指定番号と宛名番号」は緑色のだ円の中に書いてあります。
　自営業などの人は、見本１「平成28年度市民税・県民税税額決定納税 
通知書」に、会社などにお勤めの人は、見本２「平成28年度市民税・県民
税特別徴収税額の決定通知書」に、記載されています。どちらか該当する
番号（両方に該当する人は両方の番号）を記入してください。

届け出に記入する
納税通知書等の番号は

②の番号を届出書に記入

②

●納税通知書等がお手元に届かない人や、通知書番号等が分からない人は、
　本人であることが確認できる身分証明書の写し
　を、届出書に添付して提出してください。
●住所・氏名・生年月日は、あなたの個人市民税の
　税情報を確認するために必要なものですので、必
　ず記入してください。
●同じ人が２回以上届け出をすると無効になりま
　す。届け出のやり直しはできませんのでご注意
　ください。

届け出するときは
ご注意ください

　必要事項の記載不備などにより、せっかくの届け出が無効になってしま
う場合があります。届け出るときは、次の点に十分ご注意ください。
●納税通知書の通知書番号、特別徴収税額の決定通知書の指定番号・宛名
　番号は、下記の見本を参考に、正確に記入してください。


